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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

   第１９回通常総会の開催について 
 

 昨年度の総代会において、組織運営の円滑化と会員の皆様

のご意見をより商工会運営に反映させることを目的として、

「総代会制」を廃止し、「総会制」に移行することが決議さ

れ、本年度より全会員を対象とする「第１９回通常総会」を

下記日程で開催致します。 

 総会の案内については、会員の皆様宛に案内文書を送付し

ておりますので、内容をご確認の上、同封されている返信用

はがきで必ず出欠のご連絡をお願いします。総会を欠席され

る場合は、はがき下部の委任状についてもご記載願います。 

■日時：令和７年５月１９日(月) 午後3時00分～  

■会場：⑴総会…村松商工会館（午後３時00分～） 

    ⑵懇親会…割烹 伊藤屋（午後4時30分～） 

    ※総会終了後、バスにて懇親会場へ移動します。 

    ※懇親会場にて来賓祝辞を頂戴しますので、総会に 

     引き続き懇親会にもご出席下さい。 

 

■議題： 

  ⑴令和6年度一般会計収支更正予算書の承認について 

  ⑵令和6年度一般会計事業報告並びに収支決算書・貸借対照  

     表・財産目録の承認について 

  ⑶令和6年度青年部女性部特別会計事業報告並びに収支決算  

     書・貸借対照表・財産目録の承認について 

  ⑷令和6年度労働保険料特別会計収支状況の承認について 

  ⑸村松商工会運営規約の一部改正について 

  ⑹令和7年度一般会計事業計画並びに収支予算書（案）の 

   決定について  

  ⑺令和7年度青年部女性部特別会計事業計画並びに収支予算   

     書（案）の決定について  

  ⑻令和7年度借入金最高限度額並びに借入先の決定について 

  ⑼役員辞任に伴う補欠選任について  

今月のトピックス [村松商工会HP] [むらまつ商売繁盛.com] 

事業：第１９回通常総会の開催について 

経営：五泉市特産品商品開発補助金の概要 

金融：金融個別相談会（一日公庫）について 

経営：小規模事業者持続化補助金の概要 

情報：5月度予定・経営相談会、地域情報等 

 ◇補助対象経費 

  交付決定日以降に発注し、事業期間中に支出した経費 
   ※他の補助事業を活用したものについては対象外 

 ◇提出書類 

 ・申請時…申請書と添付資料として事業計画書と開発までの 

      スケジュール表  

 ・完了時…実績報告書（年度内に提出）及び「対象経費の領 

      収書のコピー」と「サンプル品等」 

 ◇お問い合わせ 

  五泉市役所 商工観光課 商工係 

  電話 0250-43-3911 FAX 0250-41-0006 

  メールアドレス syoukou@city.gosen.lg.jp 

 事業者の持続的な発展と地域経済の活性

化、及び五泉市のＰＲを図るため、市内の

複数事業者同士のコラボレーションにより

作り上げる「Made in 五泉」の商品開発を

支援します 

◇補助対象事業内容及び補助率  

 ２事業者以上が協力して行う商品開発事業を支援 

◇補助率（上限額） 

 1／2以内（20万円以内） 

◇受付期間 

 令和7年4月1日㈫から令和7年6月30日㈪まで 

◇補助対象者 

 市内に本社又は事業所を有する中小企業者及び小規模企 

 業者及び個人事業主 

◇補助対象事業の要件 

 ⑴２事業者以上が協力して行う新商品開発事業を対象とし 

 て、年度内に製品またはサービスとして販売し、事業の 

 完了が見込まれるもの 

 ⑵数量限定、期間限定などではなく、継続して販売する見 

  込みがあるもの 

 ⑶ふるさと納税返礼品として対象となるもの 
     ※飲食店等で提供する「新メニュー」は対象外とする 

『五泉市特産品商品開発補助金』概要  

対象経費 適用範囲及び算定方法 

報償費 
コンサルや専門的知識を有する者に指導、相談等を受けた謝

礼として支払われる経費 

費用弁償費 
交通費や宿泊費など、技術指導等を行うための旅費として専

門家等に支払われる経費 

委託費 試験、分析、デザイン、設計等委託するために必要な経費 

原材料費 直接必要な原材料及び副資材の購入費 

消耗品費 製品開発に使用する消耗品購入費 

設備借上料 
製品作成のために使用する機械装置等のリース料又はレンタ

ル料として支払われる経費。 
※ただし借用期間が事業期間を超える場合は、補助事業期間内分 

設備導入費 事業遂行に必要な機械装置等の購入費 

広告宣伝費 開発した製品の周知のために係る宣伝費用 

通信運搬費 製品開発に係る通信運搬費 
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村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（５月開催分） 
 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公財にいがた産業創

造機構）の共催による経営個別相談会を開催します。売上拡

大、経営改善、商品開発、創業、原油・資材価格高騰による

経営への影響など、様々な経営課題に関する相談に専門家が

対応します。（事前に予約が必要となります。）相談は無

料、秘密厳守で行います。 

■日時：令和７年５月29日㈭ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※5/22㈭までにお申込みください。 

■相談員：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 

 今年も「城下町のぼり旗祭り」が

5/28㈬～6/6㈮の期間で開催されます。 

 実行委員会では昨年同様、期間中のセー

ル・サービスに係る共同チラシを発行する予

定です。 

 つきましては、協賛４商店街以外の事業所

の皆様からも広く広告掲載頂きたいと考えておりますので、

下記概要をご確認の上、ご興味のある方はお申込み下さるよ

うお願いします。 

【のぼり旗祭り共同チラシ概要】 

○チラシ折込予定日：令和７年5月27日㈫ 

○チラシ折込範囲（予定）：五泉市内全域 

○掲載料：2,000円/1コマ 

○申込締切：令和７年５月８日㈭ 

○その他：６月１日㈰にこども向け企画としてウォー 

     クラリーのクイズ問題を店頭に掲示してい 

     ただく予定です。 

○申込・問合せ先：のぼり旗祭り実行委員会 

         （斎藤薬局）TEL:58-6568 

 ～のぼり旗祭り実行委員会からのお知らせ～ 

城下町のぼり旗祭り 共同チラシ発行に関するお願い 

 

 運転資金や設備資金、毎月の返済に係る条件変更等、日本

政策金融公庫の担当職員が相談をお受けします。事前予約が必

要となりますので、商工会までお問い合せください。 

■日時：令和７年５月１４日㈬ 13:30～16:00 

■会場：村松商工会館 相談室 

■内容：①事業資金の申込について 

    ②既存借入金の返済に係る条件変更等 

     資金繰りについて 

    ③経営改善計画の作成について 

■応対者：日本政策金融公庫 担当職員 

■申込：5月７日㈬までに村松商工会へお申し込みく 

    ださい。TEL:58-2201 FAX:58-8409 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 
（025-283-1013）  

五泉市福祉会館 １７㈭ 10:00～15:00 

５月の年金相談のご案内 

※相談には電話での事前予約が必要です。 

５月の行事予定 

７㈬ 
県青連通常総会 

村松建設業㈿健康診断（～8㈭） 

新潟市中央区 

村松建設会館 

８㈭ 県連合会理事会 新潟県商工会館 

９㈮ 村松建設業(協)通常総会 五泉市村松 

13㈫ さくらカード会通常総会 五泉市村松 

14㈬ 
県女連通常総会・部長等研修会 

（～15㈭） 
新潟市中央区 

15㈭ 本町一商店街(協)通常総会 五泉市村松 

16㈮ 新津署連青色申告会役員会 新潟市秋葉区 

19㈪ 第19回通常総会 村松商工会館 

21㈬ 新潟県法人会理事会 新潟市中央区 

23㈮ 
県連通常総会 

仲町商店街(協)通常総会 

新潟市中央区 

五泉市村松 

28㈬ 新津署連税団協通常総会 新潟市秋葉区 

29㈭ よろず支援拠点経営個別相談会 村松商工会館 

31㈯ 村松藩巡行絵巻行列 五泉市村松 

日本政策金融公庫貸付利率（令和7年4月1日現在）  

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

運転資金(５年以内)・設備資金(10年以内)/2.90～4.00％ 

◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

運転資金(７年以内)・設備資金(10年以内)/2.00％ 

 

 

 

 

まもなく申請受付はじまります！ 

小規模事業者持続化補助金（一般型 通常枠）概要  

小規模持続化補助金とは 
 小規模事業者が働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上
げ、インボイス導入等に対応するため、経営計画を作成し、それらに
基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。  

申請受付開始：２０２５年５月 １日（木） 

申請受付締切：２０２５年６月１３日（金） 

       ※予定は変更となる場合があります 

補助上限：50～250万円 

補助率：２/３（賃金引上げ特例のうち赤字事業者は３/４）  

対象経費：機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、 

展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、 

委託・外注費  

申請方法：電子申請システムによる受け付けのみ 

    ※申請はＧビズＩＤプライムのアカウントが必要となります 

※当補助金の申請には商工会から事業支援計画書（様式４）の発行を 
受ける必要があります。発行の受付締切は６月３日㈫となりますの 
で、申請を検討されている方は十分な時間的余裕をもって手続きい 
ただきますようお願いします。 

※申請にあたり、中小企業庁HPに「公募要領」が掲載されておりま 
すので必ずご確認いただきまようお願いします。 

 

 


